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最
近
、「
国
勢
調
査
」
を
か
た
り
、
電

話
な
ど
で
家
族
構
成
や
収
入
な
ど
の
個
人

情
報
を
聞
き
出
そ
う
と
す
る
「
か
た
り
調

査
」
が
全
国
で
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
国
勢
調
査
を
実
施
す
る
年
で
す

が
、
調
査
期
間
は
平
成
27
年
９
月
か
ら
10

月
で
す
。
現
時
点
で
は
、
ま
だ
国
勢
調
査

は
実
施
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
国
勢
調
査
は
調
査
員
が
各
世
帯

を
訪
問
し
ま
す
の
で
、
電
話
や
電
子
メ
ー

ル
で
の
聞
き
取
り
調
査
は
行
い
ま
せ
ん
。

　

不
審
な
電
話
や
訪
問
が
あ
っ
た
場
合
は
、

ま
ち
づ
く
り
課
も
し
く
は
、
福
岡
県
調
査

統
計
課
（
☎
６
４
３
・
３
１
８
９
）
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
「
か
た
り
調
査
」
と
は

　

国
勢
調
査
な
ど
、
行
政
機
関
が
行
う
統

計
調
査
で
あ
る
か
の
よ
う
に
装
い
、
世
帯

の
個
人
情
報
な
ど
を
得
る
行
為
で
す
。
詐

欺
や
そ
の
他
の
犯
罪
に
つ
な
が
り
か
ね
ま

せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
「
か
た
り
調
査
」
の
判
断
ポ
イ
ン
ト

　

国
勢
調
査
の
調
査
員
は
、
常
に
顔
写
真

入
り
の
調
査
員
証
と
従
事
者
用
腕
章
を
身

に
つ
け
て
世
帯
を
訪
問
し
ま
す
。

　

こ
れ
ら
を
携
帯
し
て
い
な
い
人
が
訪
問

し
た
場
合
は
、
調
査
員
に
な
り
す
ま
し
て

い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

▼
「
か
た
り
調
査
」
の
主
な
例

①
「
国
勢
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
」
と
の

電
話
が
あ
り
、
取
引
先
の
銀
行
や
預
金
額

を
聞
か
れ
た
。

※
国
勢
調
査
に
は
預
金
、
収
入
に
関
す
る

調
査
項
目
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②
総
務
省
統
計
局
の
職
員
を
名
乗
る
人
か

ら
電
話
が
あ
り
、
一
人
暮
ら
し
か
ど
う
か

（
家
族
構
成
）
、
年
齢
、
介
護
保
険
に
関

す
る
こ
と
を
聞
か
れ
、
答
え
る
と
電
話
は

一
方
的
に
切
ら
れ
た
。

③
統
計
調
査
員
に
な
り
す
ま
し
た
人
が
世

帯
を
訪
問
し
、
調
査
関
係
書
類
の
提
出
を

求
め
た
。
世
帯
員
が
、
い
つ
も
の
調
査
員

と
違
う
旨
を
尋
ね
る
と
、
「
代
理
で
回
収

に
来
た
」
と
答
え
た
の
で
書
類
を
提
出
し

た
。
そ
の
後
、
正
規
の
調
査
員
が
訪
問
し

た
た
め
、
「
か
た
り
調
査
」
だ
っ
た
こ
と

が
わ
か
っ
た
。

▼
問
合
せ
先

　

ま
ち
づ
く
り
課

☎
９
３
２
・
１
１
５
３
（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）

☎
９
３
２
・
１
１
５
１
（
内
線
３
４
７
）

国
勢
調
査
を
装
っ
た
「
か
た
り
調
査
」
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
と
児
童
相
談
所
全
国
共
通

ダ
イ
ヤ
ル
が
３
桁
番
号
に
な
り
ま
し
た

　

警
察
機
関
・
消
防
機
関
へ
の
緊
急

通
報
や
、
時
報
・
天
気
予
報
な
ど
に

使
わ
れ
て
い
る
「
１
」
か
ら
始
ま
る

３
桁
の
電
話
番
号
。
こ
の
３
桁
番
号

に
、
平
成
27
年
７
月
か
ら
、
消
費
者

庁
が
開
設
し
て
い
る
「
消
費
者
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
」
と
、
厚
生
労
働
省
が
開

設
し
て
い
る
「
児
童
相
談
所
全
国
共

通
ダ
イ
ヤ
ル
」
の
二
つ
の
相
談
ダ
イ

ヤ
ル
が
新
た
に
加
わ
り
ま
し
た
。

▼
３
桁
番
号
と
は　

　

桁
数
が
短
い
の
で
、
特
別
な
サ
ー

ビ
ス
だ
と
分
か
り
や
す
く
、
ダ
イ
ヤ

ル
が
簡
単
な
こ
と
か
ら
、
緊
急
通
報

や
公
共
情
報
の
提
供
な
ど
に
使
用
さ

れ
て
い
ま
す
。　

☎188
消費者ホットライン

契約、悪質商法、製品・食品や
サービスによる事故などの相談

地方公共団体などが設置している、
身近な消費生活相談窓口をご案内し
ます。
▶消費者庁ホームページ
　http://www.caa.go.jp/

☎189
児童相談所全国共通ダイヤル

虐待の通告や子育てに関する相談

189 番にかけると、お近くの児童相
談所につながります。

▶厚生労働省ホームページ
　http://www.mhlw.go.jp/bunya/
　koyoukintou/gyakutai/

主な３桁番号
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65歳以上　男女とも募集しています。初めての人大歓迎!!

７月 ８月 

▪申込・問合せ先　健康福祉課　　　　　
　　　　　　☎932-1493（ダイヤルイン）
　　　　　　☎932-1151（内線153）

▪申込資格　65歳以上で町内に住所を有する人
　　　　　　（要介護認定を受けていない人）
▪開催日時　水・金曜日
　　　　　　９：50～11：20
▪場　　所　地域活性化センター（オイコス）１階

　　17日（金）
運動教室　　　　　※定員２０人
正信会　水戸病院　　　　　　　　自己負担金　なし

　　22日（水）
ハンドベル　　　　※定員３０人
講師　高間美奈湖　先生　　　　　自己負担金　なし

　　５日（水）
ケアビクス　　※定員３０人
講師　林崎万里子　先生　　　　　自己負担金　なし

　　７日（金）
お楽しみ会　　※定員２０人
講師　須恵レクの会　　　　　　　自己負担金　なし　　24日（金）

ほのぼの体操　　　※定員３０人
講師　高濱弥生　先生　　　　　　自己負担金　なし

　　29日（水）
歯科講話　　　　　※定員２０人
講師　歯科衛生士　　　　　　　　自己負担金　なし

　

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
国
民
年
金
第
１
号

被
保
険
者
（
自
営
業
者
や
失
業
者
、
学
生
な

ど
）
は
、
毎
月
保
険
料
（
平
成
27
年
度 

月
額

１
万
５
５
９
０
円
）
を
納
め
ま
す
が
、
経
済
的

な
理
由
で
保
険
料
が
納
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、

申
請
す
る
と
保
険
料
が
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
将

来
の
年
金
が
減
る
だ
け
で
な
く
、
万
が
一
の
際

に
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
を
請
求
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

７
月
１
日
か
ら
平
成
27
年
度
分
（
平
成
27
年

７
月
～
平
成
28
年
６
月
）
免
除
申
請
の
受
け
付

け
を
開
始
し
ま
し
た
の
で
、
住
民
課
窓
口
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
免
除
申
請
は
２
年
１
か
月
前
の
納
期

分
ま
で
遡
っ
て
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
免
除
申
請
を
し
て
も
、
本
人
・
配
偶
者
・
世

帯
主
の
前
年
中
の
所
得
に
よ
っ
て
は
免
除
に

該
当
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

「
年
金
情
報
流
出
」
を
口
実
に
し
た
振
り
込
め

詐
欺
や
個
人
情
報
詐
取
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　

日
本
年
金
機
構
の
職
員
用
端
末
に
対
す
る
外

部
か
ら
の
不
正
ア
ク
セ
ス
に
よ
り
、
日
本
年
金

機
構
が
保
有
し
て
い
た
情
報
の
一
部
が
外
部
に

流
失
し
た
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
こ
の
事
案

に
関
し
て
、
日
本
年
金
機
構
が
次
の
よ
う
な
こ

と
を
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
要
求
す
る

・
金
銭
を
要
求
す
る

・
個
人
情
報
（
家
族
構
成
な
ど
）
を
確
認
す
る

　
年
金
情
報
流
出
に
関
す
る
不
審
な
電
話
が

あ
っ
た
場
合
は
、
専
門
電
話
窓
口
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

▼
年
金
情
報
流
出
の
専
門
電
話
窓
口

☎
０
１
２
０
・
８
１
８
２
１
１　

８
時
30
分
か
ら
21
時
ま
で

▼
問
合
せ
先

　

住
民
課　

国
民
年
金
係

☎
９
３
２
・
１
４
６
７

（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）

☎
９
３
２
・
１
１
５
１

（
内
線
１
１
５
）

学生納付特例
20歳以上の学生で、
保険料の納付が困難
な場合は、「学生納
付特例」の申請をし
て承認されると、保
険料の納付が猶予さ
れます。

▶申請に必要なもの
学生であることを
証明するもの（学
生証の写し、在学
証明書など）

ボランティア募集
　詳しくは須恵町共生のまちづくり推進協議会
　担当にお問い合わせください。
　　問合せ先　☎ 932-6300

☎110
警察機関への

緊急通報

☎118
海上保安機関へ

の緊急通報

☎119
消防機関への

緊急通報

☎171
災害用伝言
ダイヤル

☎117
時報

☎177
天気予報

☎104
番号案内

平
成
27
年
度　
国
民
年
金
免
除
申
請
の

受
付
が
始
ま
り
ま
し
た




